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措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について 

 

 

 今般、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正

する法律（令和４年法律第 104号）により改正された精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。）及び障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う

厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令（令和５年厚生労働省令第 144

号。以下「整備省令」という。）により改正された精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行規則（昭和 25年厚生省令第 31 号。以下「施行規則」という。）が、令

和６年４月１日から施行されることに伴い、医療保護入院者の退院促進措置ととも

に、今般新たに定められた措置入院者の退院促進措置についても推進していくもので

ある。当該措置の具体的な運用の在り方については下記のとおりであるので、適切な

実施に努められるとともに、貴管下市町村並びに関係機関及び関係団体に対して周知

徹底方お取り計らい願いたい。 

なお、平成 26年１月 24日付障発 0124第２号「医療保護入院者の退院促進に関す

る措置について」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）は令和６年３

月 31日をもって廃止し、本通知は令和６年４月１日から適用する。 

 

 

記 

 

 

第１ 退院促進に関する措置の趣旨 

措置入院者及び医療保護入院者（以下第５を除き「入院者」という。）の退院促

進に関する措置は、措置入院及び医療保護入院が本人の同意を得ることなく行われ

る入院であることを踏まえ、本人の人権擁護の観点から可能な限り早期治療・早期

退院ができるよう講じるものであること。 



 

第２ 退院後生活環境相談員の選任 

 １ 退院後生活環境相談員の責務・役割 

 （１）退院後生活環境相談員は、入院者が可能な限り早期に退院できるよう、個々

の入院者の退院支援のための取組において中心的役割を果たすことが求めら

れること。 

（２）退院に向けた取組に当たっては、医師の指導を受けつつ、多職種連携のため

の調整を図ることに努めるとともに、行政機関、地域援助事業者（入院者が、

退院後に利用する障害福祉サービス等について、入院中から相談することによ

り、円滑に地域生活に移行することができるよう、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者

総合支援法」という。）に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を

行う者等の事業者を総称するものをいう。以下同じ。地域援助事業者の詳細は

第３を確認すること。）その他地域生活支援にかかわる機関との調整に努める

こと。 

（３）入院者の支援に当たっては、本人の意向に十分配慮するとともに、個人情報

保護について遺漏なきよう十分留意すること。 

（４）以上の責務・役割を果たすため、退院後生活環境相談員は、その業務に必要

な技術及び知識を得て、その資質の向上を図ること。 

  

 ２ 選任及び配置 

（１）退院に向けた相談を行うに当たっては、退院後生活環境相談員と入院者及び

その家族等との間の信頼関係が構築されることが重要であることから、その選

任に当たっては、入院者及び家族等の意向に配慮すること。 

（２）配置の目安としては、退院後生活環境相談員１人につき、概ね 50 人以下の

入院者を担当すること（常勤換算としての目安）とし、入院者１人につき１人

の退院後生活環境相談員を入院後７日以内に選任すること。兼務の場合等につ

いては、この目安を踏まえ、担当する入院者の人数を決めること。また、選任

された退院後生活環境相談員の一覧を作成すること。 

（３）令和６年４月 1日から、新たに、措置入院者についても退院後生活環境相談

員の選任が義務化される。これに基づき、当該時点で既に入院している措置入

院者についても退院後生活環境相談員を選任する必要があり、可能な限り速や

かに、退院後生活環境相談員として選任された旨を担当する措置入院者及びそ

の家族等に説明すること。 

 

３ 資格 

退院後生活環境相談員として有するべき資格は、 

① 精神保健福祉士 

② 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師とし

て、精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者 

③ 精神障害者及びその家族等との退院後の生活環境についての相談及び指



導に関する業務に３年以上従事した経験を有する者であって、かつ、厚生労

働大臣が定める研修を修了した者 

のいずれかに該当すること。 

  

 ４ 業務内容 

退院後生活環境相談員は、精神科病院内の多職種による支援チームの一員とし

て、入院者が退院に向けた取組や入院に関することについて最初に相談すること

ができる窓口の役割を担っており、その具体的な業務は以下のとおりとする。 

 （１）入院時の業務 

  新たに措置入院又は医療保護入院により入院した者に対して、入院後７日以

内に退院後生活環境相談員を選任し、選任された退院後生活環境相談員は速や

かに当該入院者及びその家族等に対して以下についての説明を行うこと。 

・ 退院後生活環境相談員として選任されたこと及びその役割 

・ 退院に向けて、入院者及びその家族等からの相談に応じること 

・ 地域援助事業者の趣旨並びに本人及び家族等が希望する場合、病院は地

域援助事業者を紹介すること 

・ 退院等の請求、都道府県の虐待通報窓口等 

・ 市町村長同意による医療保護入院者の場合、市町村の担当者との面会が

速やかに行われるように、入院者本人への説明および市町村担当者との連

絡調整を行うこと 

・ 医療保護入院者の場合、医療保護入院者退院支援委員会（以下「委員会」

という。）について、以下に掲げること 

ア 委員会の趣旨 

イ 委員会には本人が出席できること又は出席せずに書面により意見を述

べることができること 

ウ 退院後の生活環境に関わる者に委員会への出席の要請を行うことがで

きること 

 （２）退院に向けた支援業務 

  ア 退院後生活環境相談員は、入院者及びその家族等からの相談に応じるほか、

退院に向けた意欲の喚起や具体的な取組の工程の相談等を積極的に行い、本人

の意向を尊重した退院促進に努めること。 

  イ 入院者及びその家族等と相談を行った場合には、当該相談内容について相談

記録又は看護記録等に記録をすること。 

  ウ 退院に向けた支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、そ

の他当該入院者の治療に関わる者との連携を図ること。 

エ 日頃から、市町村との連絡調整を行うことにより、地域援助事業者を中心と

する地域資源の情報を把握し、当該情報を有効に活用できるよう努めること。

また、地域援助事業者に限らず、入院者の退院後の生活環境に関わる者等の紹

介や、これらの者との連絡調整について、入院早期から行い、退院後の環境調

整に努めること。 

 （３）医療保護入院者退院支援委員会に関する業務 



  ア 委員会の開催に当たって、開催に向けた調整や運営の中心的役割を果たすこ

ととし、充実した審議が行われるよう努めること。 

  イ 医療保護入院者が家族等や地域援助事業者、市町村職員等の委員会への参加

を希望した場合は、それらの者に対して積極的に出席を求める等の調整を図る

こと。 

ウ 入院期間が更新される医療保護入院者について、委員会の審議の結果、退院

後の地域生活への移行の調整に課題があることが明らかとなった場合には、速

やかに市町村又は地域援助事業者に連絡し、当該入院者に係る障害福祉サービ

ス等との連携について検討・調整を行うこと。その際、入院又は入院期間の更

新に同意した家族等とも適切に連携すること。 

 （４）退院調整に関する業務 

  ア 入院者の退院に向けて、本人が希望する退院後の地域生活について丁寧に聴

取すること。 

イ 入院者の希望を踏まえ、地域援助事業者等との連携により居住の場の確保等

の退院後の環境に係る調整を行うとともに、地域生活の維持に必要な障害福祉

サービス等の利用に向けて調整する等、円滑な地域生活への移行を図ること。 

 

５ その他 

 （１）入院者が引き続き任意入院により当該病院に入院するときは、当該入院者が

地域生活へ移行するまでは、継続して退院促進のための取組を行うことが望まし

いこと。 

（２）都道府県が入院者訪問支援事業を実施している場合においては、当該事業の

実施状況も踏まえつつ、市町村長同意による医療保護入院者を中心に、当該事業

を紹介した上で、その利用に係る希望の有無を確認すること。 

 

第３ 地域援助事業者の紹介及び地域援助事業者による相談援助 

 １ 地域援助事業者の紹介の趣旨・目的 

（１）入院者又は家族等が、地域で利用可能な障害福祉サービス等の内容や申請方

法を理解し、入院中から当該障害福祉サービス等を提供する事業者との関係

を築くことができるようにすることを目的に、法第 29 条の７（法第 33 条の

４において準用する場合を含む。）においては、障害者総合支援法に規定され

る一般相談支援事業、特定相談支援事業又は市町村の地域生活支援事業若しく

は介護保険法（平成９年法律第 123号）に規定される居宅介護支援事業を行う

者が地域援助事業者として定められている。 

さらに、入院者が個別の障害福祉サービス等を入院前に利用していた場合等

については、当該事業者との連絡調整が必要になることが想定されることか

ら、施行規則において、相談支援を行う事業者以外の事業者についても幅広く

地域援助事業者に含まれるものとして定められている。 

 （２）精神科病院の管理者には、入院者又はその家族等の求めに応じて地域援助事

業者を紹介することが義務付けられている。実務においては、退院後生活環境

相談員が、入院者又はその家族等に地域援助事業者を紹介することが想定され



るが、そのためには、日頃から、市町村や地域援助事業者等と連携することが

重要である。 

 （３）入院者から地域援助事業者の紹介の希望がない場合においても、当該入院者

が希望する地域生活について聴取するとともに、障害福祉サービス等の利用に

ついて、丁寧な説明を継続して行い、後に当該入院者がその利用を希望した場

合には、速やかに紹介等を行うことができるよう連絡調整に努めること。 

 

２ 紹介の方法 

 （１）地域援助事業者の紹介の方法については、書面の交付による紹介に加え、面

会（オンラインによるものを含む。）による紹介やインターネット情報を活用

しながらの紹介等により、入院者が地域援助事業者と積極的に相談し、退院に

向けて前向きに取り組むことができるよう工夫されたいこと。 

 （２）どの地域援助事業者を紹介するかについては、必要に応じて入院者の退院先

又はその候補となる市町村への照会を行うこと。居住の場の確保や、退院後の

生活環境に係る調整に当たっては、市町村等との協働により、地域相談支援の

利用に努めること。また、精神保健福祉センター及び保健所等の知見も活用す

ること。 

  

 ３ 紹介後の対応 

地域援助事業者の紹介を行った場合においては、退院後生活環境相談員を中心

として、入院者と当該地域援助事業者の相談状況を把握し、連絡調整に努めるこ

と。 

  

 ４ 地域援助事業者による相談援助 

 （１）地域援助事業者は、入院者が障害福祉サービス等を退院後円滑に利用できる

よう、相談援助を行うこと。 

 （２）入院者との相談に当たっては、退院後生活環境相談員との連絡調整等、連携

を図ること。 

 （３）相談援助を行っている医療保護入院者に係る委員会への出席の要請があった

場合には、できる限り出席し、退院に向けた情報共有等に努めること。 

 

第４ 医療保護入院者退院支援委員会の開催 

 １ 医療保護入院者退院支援委員会の趣旨・目的 

   委員会の趣旨は、医療保護入院者が退院後に希望する地域生活が円滑にでき

るよう、３に定める出席者が一堂に会し審議することにより、更新の必要性及

び退院に向けた取組の方向性について、認識を共有し、退院後の生活環境を調

整することである。 

委員会においては、施行規則第 15 条の 11 の規定に基づき、医療保護入院者

の入院期間の更新が必要と認められる場合には、更新後の入院期間及び退院に

向けた取組の方針を定めなければならない。当該委員会の審議は、医療保護入

院の期間の更新に際して必要な条件となり、これは、委員会の審議に基づき、



退院に向けた取組を推進するための体制を整備することを目的とするものであ

る。 

したがって、委員会においては、本人の希望を丁寧に聴き、医療保護入院者の

退院後の地域生活を支える、家族等や地域援助事業者をはじめとする関係者の

調整を行うことが重要である。 

  

 ２ 対象者及び開催時期 

委員会の審議の対象者は、入院時又は更新時に定める入院期間の更新が必要

となる医療保護入院者である。 

その開催時期は、入院期間の更新に際して、可能な限り、入院期間満了日に近

い日の病状を踏まえ審議をすることが求められることから、当該入院期間満了

日の１か月前から当日までの間に行うこととする。ただし、入院期間の更新の同

意を求める家族等に対しては、施行規則第 15 条の 10 の規定に基づき、やむを

得ない場合を除き、１か月前から２週間前に入院期間の更新に係る同意に関す

る通知を行うこととされていることに加え、法第 33 条第８項及び施行規則第 15

条の 14 の規定に基づき、当該家族等の同意を得たものとみなす場合には、当該

通知を発した日から２週間以上の期間が必要であることに留意が必要である。

入院期間の更新に係る詳細については、「「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関

係省令の整備及び経過措置に関する省令」の公布等について（通知）」（障発 1127

第１号令和５年 11 月 27日障害保健福祉部長通知）を参照すること。 

   

 ３ 出席者 

   委員会の出席者は、以下のとおりとすること。 

① 医療保護入院者の主治医 

② 看護職員（当該医療保護入院者を担当する看護職員が出席することが望ま

しい） 

③ 当該医療保護入院者について選任された退院後生活環境相談員 

④ ①～③以外の病院の管理者が出席を求める病院職員 

⑤ 当該医療保護入院者 

⑥ 当該医療保護入院者の家族等 

⑦ 地域援助事業者その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わ

る者 

①から④までは参加が必須である。⑤が委員会に出席するのは、本人が出席

を希望する場合であるが、本人の退院後の生活環境について調整することが委

員会の趣旨であることに鑑み、本人には開催日時及びその趣旨について事前に

丁寧に説明し、委員会の出席希望について本人の意向をよく聞き取ること。ま

た、参加希望の有無にかかわらず審議の結果は通知すること。 

⑥及び⑦は、⑤が出席を求め、かつ、当該出席を求められた者が出席要請に

応じるときに限り出席するものとする。また、出席に際しては、⑤の了解が得

られる場合には、オンライン会議等、情報通信機器の使用による出席も可能と



すること。 

なお、入院期間の更新の手続において、⑤が引き続き入院が必要であって法

第 20 条に基づく任意入院が行われる状態にないかを判定する観点から、別途、

指定医の診察が必要であることに鑑みて、①については、⑤の病状及び退院促

進措置等の現状に最も詳しい主治医が参加することを求めるものであり、必ず

しも指定医である必要はないものとする。ただし、その場合には、①から④ま

では、委員会開催前に審議事項について指定医とよく相談すること。 

また、③が②にも該当する場合は、その双方を兼ねることも可能であるが、

その場合には、④であって⑤に関わるものを出席させることが望ましいこと。 

⑦として、地域援助事業者以外には、入院前に⑤が通院していた又は退院後

に⑤が診療を受けることを予定する医療機関等も想定される。 

 

４ 開催方法 

 開催に当たっては、十分な日時の余裕を持って審議対象となる医療保護入院

者に別添様式１（医療保護入院者退院支援委員会開催のお知らせ）の例により通

知すること。当該通知に基づき３⑥及び⑦に掲げる者に対する出席要請の希望

があった場合には、当該希望があった者に対し、以下の内容を通知すること。 

・ 委員会の開催日時及び開催場所 

・ 医療保護入院者本人から出席要請の希望があったこと 

・ 出席が可能であれば委員会に出席されたいこと 

・ 文書による意見提出も可能であること 

  

 ５ 審議内容 

   委員会においては、以下の２点その他必要な事項を審議すること。 

  ① 医療保護入院者の入院期間の更新の必要性の有無及びその理由 

  ② 入院期間の更新が必要な場合、更新後の入院期間及び当該期間における退

院に向けた具体的な取組 

  

 ６ 審議結果 

 （１）委員会における審議の結果については、別添様式２「医療保護入院者退院

支援委員会審議記録」（以下「審議記録」という。）により作成すること。な

お、（３）のとおり、当該審議記録は本人及び委員会出席者に通知すること

から、病院の業務従事者以外にもわかりやすい記載となるように配慮をする

こと。 

（２）病院の管理者（大学病院等においては、精神科診療部門の責任者）は、委

員会の審議状況を確認し、審議記録に記名すること。また、審議状況に不十

分な点がみられる場合には、適切な指導を行うこと。 

（３）審議終了後できる限り速やかに、審議の結果を本人並びに委員会に出席し

た３⑥及び⑦に対して審議記録の写しにより通知すること。 

（４）委員会における審議の結果、入院の必要性が認められない場合には、速や

かに退院に向けた手続をとること。 



（５）入院期間の更新の際には、当該更新に係る委員会の審議記録を更新届に添

付し、提出すること。 

 

７ 経過措置 

令和６年４月１日以降に入院する医療保護入院者について、入院期間の上限

が設けられることとなり、その入院期間の更新に際しては、委員会の開催が必

須となる。令和６年３月 31 日以前に医療保護入院した者については、整備省令

第５条の規定に基づき、法第 33 条第１項第１号に掲げる者に該当するかどうか

について指定医に診察させなければならず、当該診察の結果、当該者を引き続

き入院させることとする場合に必要な委員会の開催等の手続に関する経過措置

が設けられているため、「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

及び経過措置に関する省令」の公布等について（通知）」（障発 1127 第１号令

和５年 11 月 27日障害保健福祉部長通知）を参照すること。 

 

第５ その他 

 本措置について、法令上は、第２及び第３については措置入院者及び医療保護入院

者、第４については医療保護入院者のみを対象として講じる義務が課されているも

のであるが、その他の入院形態の入院患者の早期退院のためにも有効な措置である

ことから、同様の措置を講じることにより退院促進に努められたいこと。 

 


